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SUMMARY 

 

This article focuses on the fact that there is a noticeable difference in the way private 

security companies are used in Iraqi security sector reform (SSR) between the U.S. and 

U.K. militaries, and argues that such difference results from the two countries’ different 

historical experiences in counterinsurgency after World War II and that, as a result of the 

different experiences, each military has fostered contrasting recognition toward 

legitimacy. The argument in this article can contribute to studies of relationship between 

norms and policy-making. 
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はじめに 

 

 近年、紛争後の平和構築の過程における治安部門改革（Security Sector Reform: 

SSR）の重要性が強く認識されるようになった。SSR とは、国家再建の中核的活

動で、機能的で健全な治安部門を形成することで、人々が安心して暮らせる状

況を作り、持続可能な開発の礎を構築することを目的としている。戦時中に膨

れ上がった軍隊や和平合意後に解体が約束された反政府武装勢力の武装解除、

軍隊や警察の活動を監督する国会や行政機構の強化、権威主義的な体制の維持

を目的としていた警察の役割を公共秩序の維持へと転向させるなど SSR の活動

内容は多岐にわたる。SSR は、シエラレオネ、リベリア、スーダン、コンゴ民

主共和国、ギニアビサウ、ネパール、コソボ、東ティモールなど、多くの紛争

後の国家再建の過程で導入されてきたことからも分かるように、現在の平和を

考えるうえで重要なキーワードであることは明らかだろう。 

 そして、9.11 以降、とりわけ米国によるアフガニスタン戦争やイラク戦争後

に両国で展開されてきた SSR において特徴的なことは、民間安全保障会社

（Private Security Companies: PSC）と呼ばれる新しいアクターが SSR に関連する

活動の随所に登場したことであろう。PSC とは、古典的には国家の独占領域で

あった軍隊および軍事活動において正規軍を補佐する形で、あるいはその代役

として関与する民間企業のことを指す。もちろん、古来より戦闘関連技量を武

器に傭兵として技能集団を形成した民間組織は存在したが、特に本論文が焦点

を当てる SSR の分野で登場する PSC は、依頼者に代わって戦闘行為を担うので

はなく、SSR 被支援国の軍隊や警察の訓練などを担うものである。そして、今

では PSC は、好むと好まざるとに関わらず、SSR に欠くことができない存在に

なった。 

 一般的に PSC を最も積極的に利用しているのは、米国と英国である。しかし、

両国の PSC の利用に関する態度や政策には、のちに詳しく見るように、大きな

違いがある。例えば、米国防総省は SSR を含むあらゆる領域において積極的に

PSC や「請負業者（contractors）」1を利用し、軍事的な活動と非軍事的な活動の

間に民間委託の明確な境界線を設けているようには見えない。ところが英国防
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省は、他の分野では積極的に PSC を利用しているにも関わらず2、SSR の活動に

おいては PSC を使うことに慎重な姿勢を維持しているのである3。 

 そこで本論文では、イラクにおける SSRを題材に、SSR を担う米国と英国が、

PSC の使用に関して違いを見せていることの原因を探ることを目的とする。現

在、米英がイラクで経験している戦争は、現地の人々の中で繰り広げられる反

乱鎮圧作戦（counterinsurgency）である。したがって、両国の現在の SSR 政策は、

両国が過去に展開した反乱鎮圧作戦の経験に基づいていると仮定し、次のよう

なものを仮説として立てる。 

 SSR で PSC を利用することの正当性に対する認識が米英で異なるために、

両国はイラクの SSRにおいて PSCの使用に関して異なった対応をしていた。 

 両国の PSC の使用に関する正当性の認識の違いは、両国が過去に経験した

反乱鎮圧作戦の経験に影響を受けている。 

 そして、これらの仮説を検証するために、本論文は次のような構成で議論を

進めていく。まず第 1節においては本論文で焦点を当てる主要な概念を整理し、

第 2 節では本論文の理論的な位置づけを行う。国際政治学における規範研究に

対して、一つの事例研究として貢献するものであることを示す。第 3 節では、

米軍がイラクの SSRにおいて、どのように PSC と関わっているかを見る。続い

て第 4 節では、英軍の PSC への関わり方を検討し、米軍との違いを比較する。

第 5 節では米軍の反乱鎮圧作戦の歴史を概観し、米軍による冷戦やベトナム戦

争の経験が、イラクの SSR で PSC を利用することの正当性認識にどう関係して

いるのかを検討する。第 6 節では同様に英軍の反乱鎮圧作戦の歴史をふりかえ

り、後に北アイルランド問題という国家への帰属にまつわる問題の中で英軍が

得た経験が、イラクで英軍が担っている SSR において PSC を使うことの正当性

認識にどのような影響をもたらしているかを考える。以上の内容をまとめて、

最後に結論を述べる。 

 

 

１．問題意識 
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本論文の理論的位置づけを示すにあたり、まず本論文の中で中核となる三つ

の用語（PSC、SSR、反乱鎮圧作戦）について定義しておきたい。戦闘活動、軍

事コンサルティング、情報分析、警備・警護、物資・人員の輸送など軍事・安

全保障分野におけるサービスを提供する民間企業を表す用語しては、Private 

Military Companies [Firms] (PMC/PMF)、Private Military Security Companies (PMSC)

などがある。ただし、現在では直接的な戦闘活動に携わる企業はほぼ皆無であ

るため、そうした戦闘活動を除く安全保障サービスを提供する企業の総称とし

て、一般に Private Security Companies（PSC）という言葉が使われる。しかし、

現実には同じ企業が武装と非武装のどちらの業務にも関与していることが多く、

また直接的な戦闘支援サービス以外の活動でも、どこまでを「軍事活動」と見

なすかが一様ではないため、本論文ではあくまでも武装警護、情報分析・コン

サルティング、そして SSR という活動に限定して、その支援に携わる企業のこ

とを PSC と呼ぶことにする。 

SSR については、藤重博美が「国家の中枢に位置する治安維持を担うさまざ

まな組織（例えば、軍隊、警察、司法制度等）の実務能力の向上や民主的な組

織への体質改善を目指して行われる種々の改革の総称」と定義している4。これ

は単に冷戦期にベトナムなどで行われた軍事支援や警察の治安維持能力の強化

を意味するのではなく、人権、法の支配、人間の安全保障などの諸価値に基づ

いた治安部門の体質改善や監視制度の強化をも意味する。ただし、反政府勢力

との戦闘でいまだ治安が安定しないイラクでは、SSR は軍と警察を対象とする

ものの方が優先される傾向が強いため、本論文では軍と警察を対象とした SSR

のみ扱う。 

反乱鎮圧作戦の定義については、まずはそれが鎮圧の対象とする「反乱

（insurgency）」の定義をする必要があるだろう。「反乱」は「国家の内部から国

家の実効支配を得るために情報戦・ゲリラ戦・テロなどの様々な手法を用い、

反乱軍の方が現政府よりも現地住民のニーズを満たす能力を有していると彼ら

を説得することによって現政府への支持を低下させる活動」5のことであり、反

乱鎮圧作戦はそのような活動を失敗に終わらせるための、政治・軍事・社会・

経済のあらゆる側面を含む活動を意味する。 
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 次に、本論文の主要な問題意識である SSR に PSC を使用することに対する

正当性の認識には、どのようなものが影響を及ぼすのかについて、簡潔に整理

しておく。ここでは、国家は民間にどの程度まで軍事という「政府固有機能

（inherently governmental functions）」6を委託すべきなのか、という考え方の相違

に注目する。 

クラーマンは軍の活動の民間委託、さらに言えば国家・国民・軍の関係に対

する理想像において、米国・英国とドイツの政策の間には大きな違いがあり、

その違いを説明する枠組として、分野を限定せず積極的に民間委託の意義を認

めようとする米英の「新自由主義（Neoliberalism）」と、安全の提供のための軍

の管理は政府が責任を持つべきであると考えるドイツの「共和主義

（Republicanism）」というイデオロギー上の対立概念を用いた7。確かにこうした

米英両国とドイツの姿勢の違いは、イラク以外でも、例えばアフガニスタンの

SSR において顕著に現れており、SSR に対する二つの矛盾するヴィジョンに整

合性を持たせることの重要性が唱えられている8。しかしこの二項対立概念だけ

では、どちらも新自由主義的価値観を共有する米国と英国の SSR における政策

の違いを説明することができない。 

そこで本論文では、両国の SSR における PSC の利用方法にこうした違いが現

れる理由を明らかにすることを目的とする。そしてそのために本論文が提示す

る視点は、米国と英国が軍の機能においても新自由主義的な立場に基づく「小

さな政府」を目指している点では共通していても、紛争地の平和構築の中で PSC

が担う活動については、規範的立場、すなわち軍の使用に際して行う正当性の

意味づけの仕方が異なるのではないかというものである。そしてそのような規

範的な立場の違いが、北アイルランド問題をはじめとして国内や植民地での対

テロ活動や反乱鎮圧作戦を行ってきた英軍の歴史的経験と、冷戦やベトナム戦

争などを通して反乱鎮圧作戦を行ってきた米軍の歴史的経験の違いから来てい

る可能性を論じる。そしてその違いが、SSR を行うに当たって PSC の利用にお

ける政策の違いとなって現れていることを仮説として提示する。 
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２．理論的位置づけ 

 

 国連開発計画（UNDP）が『人間開発報告書』93年版と 94年版の中で初めて

「人間の安全保障」という言葉を使って以来9、「人間の安全保障」という規範が

複数の下位規範を包括する「複合規範」であることが指摘されてきた10。多くの

規範がそれぞれの時代で競合し、置換・調整・複合を通して変化していく。競

合に勝ち残った規範は「社会化」「内部化」され、定着していく11。「人間の安全

保障」規範は、「欠乏からの自由」という規範と「恐怖からの自由」という規範

の二つが複合して定着した規範であると言えるだろう12。国際政治理論において、

コンストラクティヴィストはこうした規範を正面から取り上げ、冷戦の終結を

含む国際関係の「変化」がなぜどのように生じるのかを説明しようとした13。そ

れに対してリアリストは、そうした議論は、なぜ複数ある規範の中から特定の

規範が他の規範よりも重視され影響力を持つのか、つまりなぜそれぞれの時代

において規範の優先順位が異なるのかを説明できていないという有力な批判を

行った14。このことは、複数の規範間の競合には、それぞれの規範を推進するア

クターの力関係が影響を及ぼしていることを示唆している15。規範研究において

求められているのは、単に複数の規範が複合化していることを指摘するにとど

まるのではなく、どのような歴史的経路を経て政策化しているのかを明らかに

することである。それは、それぞれの規範が力や利害の関係の影響も受けなが

ら競合した結果、どのような政策の違いとなって現れているのか、そしてなぜ

そのような変化が起こっているのかを実証的に明らかにしていくことであると

言える。その意味において、本論文は米国と英国の規範の形成過程の違いが、

SSR における PSC の利用という現実の政策においてどのような違いとなって現

れているかを説明することによって、そうした規範研究の課題に一つの貢献を

できるものと考えられる。また、規範が政策につながっていることは、軍事ド

クトリンなどの公的文書や法律など現実の形となって現れたものの中に規範を

裏付ける文言が含まれているかどうかで判断することができる16。米英軍の正当

性認識と SSR における PSC の関係に焦点を当てることで、規範と政策の因果関

係をより明確にできるであろう。 
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３．米軍と PSC 

 

 80年代のレーガン政権下で官から民への委託が加速された「民営化革命」17の

影響はすでに当時から軍の機能にも及んでいたが、新しい冷戦における米ソ間

の緊張の高まりに伴って防衛予算が大幅に拡大され、それが軍事においても徹

底した新自由主義的な政策を実行することの防波堤になっていた18。しかし、続

く三つの政権（G. ブッシュ、クリントン、G. W. ブッシュ）の下で新自由主義

的な政策が大規模に適用され、90 年代半ばまでは政府固有機能と考えられてい

た軍や軍事施設の管理といった業務まで民営化されるようになった19。それらは

戦闘活動などを含まない軍の非中核的な機能における民間委託であったが、

2001年 9月 11日に起こった同時多発テロ事件後は軍事警察と基地の警備への需

要が高まり、米議会では PSC を国内の基地の警備で使用することに対する法的

な禁止を撤回するに至った20。さらに PSC 業界が急激に成長を遂げたのは、2003

年 3 月に始まったイラク戦争を契機としてであった。イラク戦争開始後は、武

装警護や紛争地の治安情報分析・コンサルティングから現地国の SSR に至るま

で、軍の中核機能に関わる業務にまで PSC が関与することとなった21。ヴィネ

ル（Vinnell）社、MPRI社、SAIC 社などの PSC は、イラクでの戦闘終結後まも

ない時期から SSR に関わり22、その後も SSRに関わる PSC の規模は増えていっ

た23。しかしながら、SSR が短期的な治安の安定化だけを目的とする活動ではな

いものの、イラクでは SSR が治安の安定を現地社会にもたらしているとはいま

だ言えない状況にある。米軍がイラクで行っている SSR は多くの問題点を抱え、

その成果に対して疑問視する向きもある24。 

 米議会調査局（Congressional Research Service: CRS）の報告書によれば、2010

年 12月現在、イラクでは 8,327人の PSC 要員が米国防総省からの請負の下で活

動を行なっている25。イラクでは移行支援の主導権が国防総省から国務省に移り、

PSC 要員の数は 2009年 6月から半減しているが、イラクに駐留している米軍が

徐々に撤退を実行に移しており、PSC に対する今後の需要はまだ続くと考えら
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れる。イラクに駐留している米軍は 2011年 9月の時点で 5万人を切ったとされ、

2011年末までの完全撤退を予定している26。今後米軍をはじめとする駐留軍の撤

退が進むであろうことを考えると、いまだ未成熟なイラクの治安部門を支援す

るアクターとして、PSC の活動の場はさらに広がることが予想される。SSR 以

外の例えば施設や輸送車の武装警護のような活動においても、まだ依然として

PSC が現地で質量ともに大きな役割を担っていることが示されている27。紛争地

で再建事業に携わる企業も米軍に保護を期待できなくなり、実際に PSC に依存

する他に選択肢はない28。また、イラクのように駐留軍の支援を得られない他の

現地国政府にとっては、国家再建のために SSR が不可欠であるとの認識があっ

ても、そのための知識や技術を PSC に依存せざるを得ないケースもある29。PSC

は、とりわけマネジメントや戦略分析の専門知識、リーダーシップ訓練など SSR

ドナー国や国際組織が持っていない、またはなじみの薄いスキルを提供でき、

ニーズに合わせて迅速に複数のチームを作ることもできるという利点を持って

いる30。 

 ダインコープ（DynCorp）社はイラクの警察改革を米政府からの委託で行って

おり、米国を拠点にする最も有名な PSC の一つである。イラクにおいては 3 万

2,000 人の国軍兵士を訓練し、さらに警察・司法機関・刑務所で 10 年以上の経

験を持つ民間の技術支援要員を約 1,000 人派遣した。2003 年には、イラク軍の

訓練のために 5,000万ドル以上の契約がダインコープ社となされたのに加え、イ

ラク警察の訓練のために 4,800万ドルの契約がヴィネル社となされた。その契約

の下請企業として、MPRI 社や SAIC 社とも契約が交わされた31。さらに、その

他の SSR 関連費用として追加の 184億ドルが米議会から認められた32。 

 以上のように、イラクにおける SSR の成果については懐疑的な評価がありつ

つも、米軍は現在に至るまで PSC への業務委託を大規模に行っており、その内

容も多岐にわたり、SSR にまで及んでいる。米国では 80年代に「政府固有機能」

の定義をめぐって盛んに議論が行われたが、SSR を PSC に委託することが政府

固有機能を浸食することになるかどうかについての議論は、少なくとも米軍が

イラクで PSC を雇うことの歯止めには今のところなっておらず、公と民の境界

線が明確に引かれてはいない。米軍の場合は、PSC を利用すべきかどうかの議
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論ではなく、利用することを前提とした上で、どのように規制・管理すべきか

という議論のほうが主流となっている33。SSR で PSC を利用するに当たって、

政府固有機能とそうでないものの間に境界線を引く明確な証拠は存在していな

い。 

 次節では、英軍が担う SSR において PSCがどのように利用されているかを見

ることで、米国との違いを明確にすることを試みる。 

 

 

４．英軍と PSC 

 

 1991年の第一次湾岸戦争や後の90年代半ばにおけるボスニアやコソボでの作

戦において、英軍の活動を支援する請負業者は確かに存在していたが、そうし

た企業への軍の依存について英軍に一貫性のある方針が存在していたわけでは

なかった34。それが変わったのが 1998 年に英政府が議会に提出した「戦略防衛

見直し（Strategic Defense Review: SDR）」の中で「適切だと考えられる場合には、

兵站支援において請負業者の支援を利用することを検討する」と明記された時

であった35。そして 2003 年に始まったイラク戦争においては、そうした方針転

換の下、請負業者が最大限に利用されることとなった36。政権が保守党から労働

党に変わっても、請負業者への英軍の依存は変わらず強まっていった。クラー

マンは、過去に政府や軍の固有機能について軍人・政治家・学者の間で盛んに

議論が行なわれてきた米国やドイツとは異なり、英国では軍人を「多くの中の

一つの職業」と見る傾向が強く、明確に経済的・軍事的合理性に基づいて請負

業者に軍の活動を担わせていると述べている37。1998年の「戦略防衛見直し」を

契機として、英国は国家を防衛の「提供者（a provider）」ではなく「管理者（a 

manager）」へと転換させることを目論んでいて、そのために請負業者を軍の永

久的な構成員にしようとしていた38。 

 このように英国は、米国以上に請負業者に軍の活動の民間委託を行なうこと

に積極的であり、クラーマンが言うように明確に新自由主義的な立場から請負

業者を利用している。しかしながら、英軍が管轄するイラクの SSR において英
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軍が PSC とどう関わっているかを見ると、状況は異なっていることがわかる。

前節で見た通り、米国は請負業者と同様、PSC をも積極的に利用しており、そ

れは武装警護や情報分析・コンサルティングにとどまらず、SSR においても重

要な活動を大規模に PSC に委託している。それとは対照的に、英軍は SSR だけ

でなく、施設や輸送車の武装警護や情報分析・コンサルティングにおいても PSC

の利用には非常に慎重な姿勢をとってきた39。英国は米国に次ぐ第 2 の PSC 輸

出国であり、ブレア政権は作戦支援や訓練活動でも積極的に PSC を利用する動

きを見せてはいたが40、基本的には慎重姿勢を維持している。請負業者の場合と

は異なり、英軍が PSCを利用することについての明確な方針は存在しておらず、

場当たり的に現場の指揮官が対応するという状況になっている41。 

 このような慎重な姿勢の要因として、1997 年と 1998年にそれぞれパプアニュ

ーギニアとシエラレオネで起こった有名な「サンドライン事件」が尾を引いて

いるとも考えられる。元英軍将校のティム・スパイサーが作ったサンドライン

社は、1997 年にパプアニューギニアで軍による政府への反乱が起こった時、政

府と反乱鎮圧の契約を交わしていたとして、後にパプアニューギニア軍によっ

て裁判にかけられている42。また 1998 年には、武器禁輸措置を破ってシエラレ

オネに武器を輸送して国際的に大きな問題となった。スパイサーはメディアに

対して「英政府の了解の下に行なった」と語ったために英政府も国際的な非難

を浴びたのであった43。しかし、2007年 9月にイラクのニスール広場で銃乱射事

件を起こし、17 人のイラク市民を殺傷したブラックウォーター社は元米海軍特

殊部隊に所属したエリック・プリンスが作った会社であるが44、この会社の存在

が問題となった後も米軍は PSC の利用をやめることはしていない。PSC にまつ

わるいくつかの特定の事件が規制・管理の強化につながったことは確かだが、

PSC に SSR を委託することを抑制する目立った動きは今のところ米軍には見ら

れていない。英軍が PSC をとりわけ SSR において利用することに慎重な姿勢を

維持していることの理由として、キンゼイは英軍が軍隊としての役割やステー

タスを PSC に奪われることに対する恐れを抱いている可能性があることと、米

軍と英軍とでは安全保障に対する考え方が異なっていることを挙げている45。前

者は組織間の縄張り意識として一般に見られることかも知れないが、後者の要
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因については組織が持つ規範と関連していると考えられるため、より詳細な分

析が必要である。英軍においては、退役した軍人が軍事の専門知識を売ること

に対して伝統的に否定的な感情があり、また、軍事訓練のような軍にとって重

要な任務を民間委託すれば、軍の存在意義を浸食すると考えられている46。言い

換えれば、英軍にとっては、PSC が担う活動は「兵站の原則（a principle of 

logistics）」に関わることではなく「戦争の原則（a principle of war）」に関わるこ

とであるため、民間に委託すべきではない政府固有機能に相当する活動である

と言えるかも知れない47。反対に米軍にとっては、紛争地における安全の問題は

「戦争の原則」に関わるものではあるものの、PSC が担っている活動は「戦争

の原則」に関わるものとは異なると考えられている48。米英両国の軍が発行して

いる軍事ドクトリンに現れている「安定化」に対する認識を比較した場合、英

国の場合は「安定化」をより長期に渡る「過程（process）」と見ているのに対し、

米国の場合はより具体的な「作戦行動（operations and activities）」と考えている

ことが推察できる49。また、政府が政策の目的を重視するか、それとも手段を重

視するかによって民間委託に対する見方が肯定的になったり否定的になったり

すると論じる議論50を援用するなら、米国は手段が民か公かよりも目的達成のた

めの有効性を重視しているのに対し、英国は手段の正当性の方を重視している

と考えることもできるだろう。 

 それではなぜこのような規範的な立場の違いが生じるのであろうか。次節で

は、米軍と英軍の反乱鎮圧作戦における歴史的経験が異なる規範を生み出して

おり、それがイラクの SSR における PSC の利用に対する政策の違いの一つの要

因となっている可能性を論じる。 

 

 

５．米軍の反乱鎮圧作戦の歴史 

 

 帝国を築き上げ植民地を運営していた英国の歴史に比べれば短いかも知れな

いが、米国もまた 19 世紀末にフィリピンを植民地にして以来、反乱鎮圧作戦の

長い歴史を有している51。19 世紀末から 20 世紀初めにかけて、フィリピンやニ
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カラグアで行ってきた反乱鎮圧作戦の経験を通して、米軍とりわけ海兵隊は、

反乱鎮圧作戦が純粋に軍事的な対応では成功しないことを正確に認識してきた。

すなわち、反乱軍の情報を手に入れるためには現地住民の支持を獲得しなくて

はならず、作戦の成功のために「人心掌握（winning hearts and minds）」が必要で

あることが現場レベルでは理解されていた52。しかしながら、それが公式のドク

トリンにまで昇格されることはなく、第二次世界大戦において大規模な軍の投

入が作戦の前面に出ると、米軍の戦略における反乱鎮圧作戦の重要性は後退し

た。1950 年に始まった朝鮮戦争においても大規模な軍の維持が前提とされ、19

世紀末から培ってきた反乱鎮圧作戦の蓄積は失われてしまった53。第二次世界大

戦直後、米軍はギリシャとフィリピンと朝鮮半島において紛争に直接関与した。

これらの紛争では、人心掌握の重要性が認識されていた第二次大戦前の反乱鎮

圧作戦の蓄積を活かす好機ではあったが、そこでも作戦の前提とされたのは通

常戦争の発想で、「圧倒的な火力による制圧」を基本に据えるものであった54。

1953 年に米軍は「非正規軍に対する作戦活動」と題する軍事ドクトリン Field 

Manual（FM）31-15 を出版し、その中で作戦の軍事的な側面に偏らず、法と自

由の尊重や反乱軍が持っている不満の源を取り除くことの重要性を強調した55。

反乱鎮圧作戦における政治的・社会的側面の重要性を意識したものであったが、

同年に終結した朝鮮戦争の後、共産主義に対する脅威認識の高まりとともに西

欧諸国と韓国と日本の防衛が最優先され、反乱鎮圧作戦が政策に反映される余

地はなかった56。 

 そして、現在におけるイラクの米軍の活動に対しても決定的な影響を及ぼす

ことになったのがベトナム戦争における経験であったと考えられる。ベトナム

戦争においてもそれ以前と同様、米軍は通常戦争の発想である「火力の拡大使

用」を前提とする戦略に基づいて作戦を展開していた57。1975年の完全撤退とサ

イゴン陥落に至るまで米軍はベトナム戦争の泥沼にはまり、ベトナム以降は反

乱鎮圧作戦についての議論を意図的に忌避するようになった。70〜80 年代に出

された軍事ドクトリン（FM 31-23、FM 100-5、FM 100-20）からは反乱鎮圧作戦

についての記述が消え、脅威にさらされている国家への支援は正規軍が行うの

ではなく、特殊作戦部隊が行うものと位置づけられた58。このようにしてベトナ
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ム戦争の教訓によって正規の米軍を反乱鎮圧作戦の負担から解放し戦略の新た

な立て直しを回避したことが、後にイラクとアフガニスタンにおいて米軍の反

乱鎮圧作戦に対する準備不足へとつながった可能性が高い59。 

 2001年と2003年にそれぞれ開始されたアフガニスタン戦争とイラク戦争では、

米軍の圧倒的な力でもってタリバン政権とサダム・フセイン政権を即座に政権

から駆逐することには成功したものの、戦闘終結後まもなくして、米軍がその

後に必要とされる安定化作戦と権限移譲のプロセスを完全に過小評価していた

ことが明白となった60。イラクではシーア派とスンニ派の宗派争いが熾烈を極め、

治安の悪化は極限に達していた。2006年までには G. W. ブッシュ政権の開戦前

の目論見がほとんど破綻したことが明らかとなり、中間選挙での歴史的敗北と

ラムズフェルド国防長官の辞任を経て、反乱鎮圧作戦の根本的な見直しを迫ら

れた61。 

 2006年 12月、Field Manual（FM）3-24「反乱鎮圧作戦」が出版され、ベトナ

ム戦争以来初となる反乱鎮圧作戦についての軍事ドクトリンとして注目を浴び

た。従来の軍事ドクトリンと異なるところは、ブッシュ政権のイラク戦略に対

して批判的な国防総省内部および外部の人権団体・学者・ジャーナリストなど

の識者たちとの協議を経て内容が修正されたことであった62。その内容は、反乱

鎮圧作戦の本質である紛争の政治的・社会的側面を考慮に入れたものであり、

「住民本位（population-centered）」の反乱鎮圧作戦を実行すべきことを述べてい

る63。また、FM 3-24 は米地上軍の大規模な展開を前提としており、可能な限り

イラクからの早期撤退を目指していたブッシュ政権が明確に方針を転換したこ

とがわかる。実際にこの新しい FM が出版された 1ヶ月後の 2007年 1月、ブッ

シュ大統領は新しいイラク戦略として、さらに2万人の米地上軍の「増派（surge）」

を発表するに至った64。ここにおいて、ベトナム戦争以来、脇に追いやられてい

た反乱鎮圧作戦が、イラクにおいて戦略の中心的な関心へと引き戻されたこと

が明確になった。第 4 節で引用したキンゼイの言葉を用いれば、反乱鎮圧作戦

は米軍の軍事戦略の中で「戦争の原則」に関わる活動であると認識されたと言

えるだろう。 

 こうした米軍自身の軍事戦略の転換と密接なつながりを持っているのが、イ
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ラク自らが自国民に治安を提供できるようになるための試金石となる、イラク

の国軍と警察の改革である。英軍とは異なり、米軍が行う SSR の中で PSC が大

規模に採用されていることは第 3 節で述べた通りである。以上の米軍の反乱鎮

圧作戦の歴史をふりかえる時、米政府の公共性に対する考え方が徐々に明らか

になるように思われる。反乱鎮圧作戦は、イラクでの治安の安定化の失敗を受

けて、冷戦期とは対照的にその重要性の認識が高まった。すなわち、反乱鎮圧

作戦に対する政府の関与の度合いと責任が高まり、全体的な軍事戦略の中でそ

の公的側面が強まったと言える。しかしながら、反乱鎮圧作戦の公的側面が強

まっても、そのために不可欠な SSR に関与するアクターにおいては、民間アク

ターを公的アクターによって入れ替えるという動きは現れていない。第一次と

第二次世界大戦の戦間期から大国への地位へと上ってきた米国は、戦後は冷戦

というグローバルなイデオロギー的権力闘争からの要請を受けて、圧倒的な火

力と物量による軍事作戦を展開してきた。こうした大規模な軍事作戦は請負業

者という民間アクターによる後方兵站支援の活動なしには不可能であり、ベト

ナム戦争においても米軍は多くの請負業者の支援を受けていた。第二次世界大

戦後、英国では防衛のほぼあらゆる分野が国有化されたが、米国では民間の軍

事産業が完全に廃止されることはなく、それが 60年代における軍産複合体の隆

盛へとつながったことから考えても65、米軍の軍事作戦は民間部門のアクターと

密接な関係を持ちながら行われてきたと言えるだろう。米国が置かれたこうし

た環境から、米軍は専門的な技能や知識を持つ民間アクターとの分業を積極的

に評価していて、活動の公的側面の度合い（＝政府の関与と責任の大きさ）と

アクターの属性（公的アクターか民間アクターか）を関連づけて考えてはいな

いことを示している。次節で検討する英軍とは違い、米軍は反乱鎮圧作戦と SSR

が持つ正当性をアクターの属性（status）に求めるのではなく、活動そのもの

（activity）に求めていると考えられる66。そして、たとえ民間アクターが関与し

ていたとしても、それを規制・管理するルールや制度を確立することで SSR の

正当性は担保できると米軍は考えていると言えるのではないだろうか。また、

請負業者も含めて米国の PSC にとって最大の顧客は米政府であり、政府の要求

や期待に業界が応えようとする姿勢が強いことも、米政府が属性よりも活動に
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おける規制・管理を重視する要因になっていると言えるだろう。この点におい

ても、最大の顧客が英政府ではない英国の請負業者や PSCとは異なっている67。 

 次節では英軍の反乱鎮圧作戦の歴史を概観し、正当性認識の特徴が米軍とは

異なっていることを論じる 

 

 

６．英軍の反乱鎮圧作戦の歴史 

 

 19 世紀末からフィリピンやニカラグアで蓄積してきた反乱鎮圧作戦の経験や

知識が、第二次世界大戦と冷戦のグローバルな戦略的要請によって断絶させら

れた米軍とは異なり、英軍は戦後もマレー半島や北アイルランドにおける経験

を活かし、反乱鎮圧作戦の成否を左右する人心掌握にとって多様な側面を考慮

に入れること、すなわち軍事のみならず政治的・経済的・社会的なあらゆる要

因に注目することが必要であることが認識されてきた。第二次世界大戦前で英

軍が反乱鎮圧作戦の大きな教訓を得た戦争は、1899〜1904 年の第二次ボーア戦

争であった。戦闘終結後に激しいゲリラ掃討作戦が始まり、その際に英軍は、

強制的な手法でゲリラの支持基盤である住民や資源を支配する経験をした68。続

く 20世紀後半において英軍が反乱鎮圧作戦を経験したのは、英帝国の植民地か

らの撤退においてであった。1948〜1960年にマレー半島、1952〜1956 年にケニ

ア、1955〜1960年にキプロス、1965〜1975年にオマーンにおいて、それぞれ英

軍は反乱鎮圧作戦を行い、ここで獲得した教訓が 1969 年から 2007 年まで続い

た北アイルランドにおける反乱鎮圧作戦に反映されることとなった69。 

 歴史的に見て、米軍とは異なる英軍の反乱鎮圧作戦の特徴として、現地国の

軍よりも警察の活動に対する支援を重視する傾向がある。力の行使にあたって

軍よりも抑制的であり、また警察の活動が現地住民とより密接にかつ長期的に

関わるものであるため、反乱鎮圧作戦に不可欠の反乱軍についての情報収集に

有効であると考えられたからであった70。イラクとアフガニスタンでの活動の教

訓を得ようとした米軍人の中には、英国の反乱鎮圧作戦の歴史を学ぶ者もいた。

しかしながら、英軍がマレー半島と北アイルランドで行った反乱鎮圧作戦に対
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しては、その強制的な性格とその中で起こった数々の人権侵害のために批判的

に評価する者もあり71、英国の反乱鎮圧作戦の歴史から盲目に学ぶことは好まし

くないとする懸念も指摘されている72。そうした懸念から、英軍は 2006 年末ま

での米軍のイラクでの人心掌握の失敗を反面教師として、反乱鎮圧作戦を捉え

ているように見える。 

 また、冷戦構造における一方の陣営のリーダーとしての利害と責任を引き受

けなくてはならなかった米国とは異なり、英国は第二次世界大戦後に大国とし

ての地位を失い、米国における「大量報復戦略」のように大規模な軍の展開を

前提とした戦略にとらわれることもなかった73。第 4節で見た通り、90 年代末か

らはむしろ米軍よりも積極的に請負業者に委託するようになった。しかし、反

乱鎮圧作戦との関係で重要な位置づけにある SSRの中で PSCを使うことからは

距離を置いている。英軍の反乱鎮圧作戦の歴史をふりかえる時、どこにその理

由を見出せるだろうか。 

 英軍は、大規模な火力の行使を前提とする通常戦争によって反乱鎮圧作戦の

蓄積が相殺されることもなく、反乱鎮圧作戦の暗部（強制的手法による作戦と

それに伴う人権侵害）を経験しながら人心掌握の重要性を認識してきた。その

英軍が冷戦期に関わった北アイルランド問題は、「対テロ作戦（counterterrorism）」

に重点を置く戦略を必要とした。2003 年にイラクに介入した当初、英軍がイラ

クの状況にうまく適応できなかった理由は、北アイルランドでの対テロ作戦の

経験の影響を英軍の反乱鎮圧作戦が強く受けていたためだったと言われる74。限

定的な火力の使用によって敵の機先を制することに重点を置く対テロ作戦の経

験が、国家の機構や制度がすべて破綻していて、より包括的な戦略を必要とす

るイラクでの反乱鎮圧作戦の妨げになっていた可能性が考えられるのではない

だろうか。そもそも対テロ作戦は、反乱鎮圧作戦の手段の一つにすぎない。加

えてより重要なことは、北アイルランド問題は、英国とアイルランド両国への

帰属にまつわる問題であったことである。その経験を持つ英軍は、イラクにお

ける反乱鎮圧作戦や SSR といった国家建設の基盤となる活動を担うアクターに

対して、国家主権に基づく属性（status）の正当性を要求しているのだと言える

のではないだろうか。そのため、第 4 節で述べたような英国防省の縄張り意識
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とも相俟って、PSC のような民間部門のアクターを SSR で使うことに対しては

強い警戒が働いているのだと考えられる。 

 米軍と同様に英軍もまた、国際政治における大国間の力関係や国内および植

民地における統治の歴史的経験の影響を受けながら、独自の正当性認識を形成

してきたと言える。英軍においては、反乱鎮圧作戦の戦略に、北アイルランド

問題における対テロ作戦の影響が色濃く出ているために、結果としてイラクの

SSR における PSC の利用の仕方にも米軍との違いとなって現れたと考えられる。 

 

 

おわりに 

  

 前節まで、イラクの SSR において米軍と英軍が PSC に対して異なった姿勢を

見せている要因を、両国の反乱鎮圧作戦の歴史の中で形成されてきた正当性の

認識の違いの中に見出そうとしてきた。すなわち、両軍が国際政治の中で担っ

てきた役割の違いや、国内・植民地統治の歴史的経験内容の違いが正当性の認

識に強く反映されているのではないか、というのが本論文における仮説であっ

た。そうした米英間の違いの結果、米軍は正当性の根拠を活動（activity）自体

の性格に求める傾向が強いのに対して、英軍はアクターの属性（status）が国家

主権に基づく公的なものであるかどうかを重視する傾向が強く、それがイラク

の SSRにおいて PSCを積極的に使うべきか否かの姿勢の違いとなって現れてい

ると考えられるのではないだろうか。そして両軍のそうした傾向は、冷戦期に

おけるそれぞれの反乱鎮圧作戦の経験から強い影響を受けている可能性も本論

文において指摘した。 

 SSRと PSCに関わる規範の問題を論じるに当たっての今後の研究課題は、SSR

を支援する側および実際に安全を提供する現地国の治安部門という「供給側」

にのみ焦点を当てるのではなく、現地社会と治安部門の関係や、現地住民の SSR

に対する評価といった「受益側」の立場をも規範形成のための説明変数として

もっと採り入れていく必要性があるということである75。「住民本位」が説かれ

てきた反乱鎮圧作戦の戦略においても、実際の住民の認識や評価が規範形成に



 - 89 -   

どのような影響を及ぼしてきたのかも議論しなくてはならないだろう。単に規

範が変化した事実を指摘するにとどまるのではなく、なぜどのように変化した

のかについてさらに実証的な研究を蓄積していくことが課題であると言えるだ

ろう。 

 

＜付記＞ 

本論文は、財団法人松下国際財団 2009年度研究助成による成果の一部である。 
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